
     
 

 一刀両断！給与計算と社会保険実務   
 
 経理事務の中でも給与計算は、取り扱う範囲も広く大変複雑な分野であり、その実務には

相当悪戦苦闘する方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

 そこで、初めて経理・給与計算に挑戦する方、社会保険関係に自信のない方、新規に法人

設立をする方または法人設立予定の皆様のために… 
 

☆本セミナーでは、給与計算で難解とされる「社会保険」の基本と 

 実務を中心に事例を用いてわかりやすく解説します!    
            講 師  もり労務管理コンサルティング 

                代表・特定社会保険労務士 森 顕治 氏 

 
            

 

  
 

 

 ※定員２０名 

  （先着順）        
                  
 日 時  平成 29年 12月 7日（木） 

 18:30 ～ 20:30 

 場 所  下関商工会館 3階 研修室 

 （下関市南部町 21-19） 
 

〈お問合せ先〉 

 下関商工会議所  

 下関中小企業相談所（担当：野﨑） 

 TEL 083-222-3333 /  FAX 083-222-4094 
 

   一刀両断！給与計算と社会保険実務 申込票 （FAX 083-222-4094） 

事業所名  

所 在 地 （〒   －    ） 

受 講 者 

氏 名 
 T E L  

業   種 
製造・建設・卸売・小売・飲食・サービス・ 

その他（                ） 
F A X  

☆今回のセミナーで特に聞きたいとお考えのカリキュラム番号をご記入ください（また、 

 今回のカリキュラムで関連するものでご希望の内容があれば、ご記入ください）。 

 

 
※ご提供いただきました個人情報は、当セミナーの参加確認・別セミナーの開催案内に利用致します。 

＜主なカリキュラム＞ 

①保険料の対象となる賃金（報酬）とは 

 （社会保険と労働保険では範囲が異なる） 

②給与計算における社会保険料の決め方 

 イ.標準報酬月額の決め方 

 ロ.定時決定、随時改訂のポイント 

③社会保険料の徴収実務 

④社会保険の資格取得・喪失における要点 

                etc… 

 

プロが教える「経理達人講座」第２弾 

 

地域総合支援対策事業 
初めて経理・給与計算に挑戦する方、社会保険関係に自信のない方、 
新規に法人設立をする方（法人設立予定の方も含む）に朗報です!! 

受講料無料  
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【プロフィール】 

 昭和 47 年 6 月 29 日生まれ。下関市内の労働保険事務組合に勤務後、平成 16 年社会保

険労務士試験に合格。平成 17年もり労務管理コンサルティングを開業。平成 23年特定社

会保険労務士に登録。 

 企業における労働条件の整備、労務管理の助言指導、給与計算業務、各種助成金申請手

続きを主な業務とする。 

 また、各種団体向けセミナーの講師を務め、昨年度に当所の主催した円満な労使関係構

築の真髄を知る珠玉のシリーズ「『採用・離職防止』虎の巻」（３部作セミナー）ではその

担当講師を務める。 

 


